
旧 新 
第一条～第三条 （略） 

 

（議 決） 

第四条 防災会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議

長の決するところによる。                       

                                    

                            

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

（委 任） 

第五条   防災会議は、その所掌に属する事務の一部を、会長に委任することが 

できる。 

２ 会長は、委任を受けた事務を処理したときは、次の防災会議に報告しなけ 

ればならない。 

 

（幹事会） 

第一条～第三条 （略） 

 

（議 決） 

第四条 防災会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議

長の決するところによる。ただし、感染症の蔓延等により会議開催が当面不

可能と判断される場合には、書面で委員の意見を聞き、防災会議の議決に代

えること（以下「書面議決」という。）ができるものとする。 

 

（書面議決の実施） 

第五条 会長は書面議決の実施にあたり、返信期日を指定し、議案書、書面表

決書（別記様式第１号）及び参考図書等を全委員に送付するものとする。 

２ 期日内に委員の過半数からの返信をもって会議が開催されたものとし、委

員は返信をもって会議に出席したものとする。 

３ 議決は、会議に出席した委員の過半数の同意をもって行うこととし、可否

同数のときは、議長の決するところによる。 

 

（委 任） 

第六条   防災会議は、その所掌に属する事務の一部を、会長に委任することが 

できる。 

２ 会長は、委任を受けた事務を処理したときは、次の防災会議に報告しなけ 

ればならない。 

 

（幹事会） 
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第六条 防災会議に幹事会を置く。 

２ 幹事会は、幹事をもって構成する。 

３ 幹事会は、事務局長が招集する。 

 

（事務局） 

第七条  防災会議の事務を処理するため、事務局を防災局防災危機管理課に置

く。 

２ 事務局に局長、次長及び局員を置く。 

３ 局長は、防災危機管理課長をもってあてる。 

４ 次長は、防災危機管理課総括課長補佐をもってあてる。 

５ 局員は、県職員のうちから会長が任命する。 

 

（会議録） 

第八条 事務局長は、次に掲げる事項について、会議録を作成する。 

 （1）       会議の日時及び場所 

 （2）       出席者の氏名 

 （3）       会議に付した案件 

 （4）       会議の経過 

 （5）       議決事項 

 （6）       その他の参考事項 

 

第七条 防災会議に幹事会を置く。 

２ 幹事会は、幹事をもって構成する。 

３ 幹事会は、事務局長が招集する。 

 

（事務局） 

第八条  防災会議の事務を処理するため、事務局を防災局防災危機管理課に置

く。 

２ 事務局に局長、次長及び局員を置く。 

３ 局長は、防災危機管理課長をもってあてる。 

４ 次長は、防災危機管理課総括課長補佐をもってあてる。 

５ 局員は、県職員のうちから会長が任命する。 

 

（会議録） 

第九条 事務局長は、次に掲げる事項について、会議録を作成する。 

 （1）       会議の日時及び場所 

 （2）       出席者の氏名 

 （3）       会議に付した案件 

 （4）       会議の経過 

 （5）       議決事項 

 （6）       その他の参考事項 
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